
  

 

 

 

港区景観条例に基づく事前協議案件 

令和５年度に完了報告書が 

提出された案件（144件） 

予備選定の対象案件（39件） 

景観アドバイザーによる 

予備選定（意見） 

選定審査会による最終選考（７件） 

令和７年度景観街づくり賞 選定フロー 

※一定規模以上で新築等を行う建築物等が対象 

※令和５年度に完了した案件のうち、 

公共施設等を除いた民間施設で、 

長期にわたって維持し、保全されることが 

予定されているもの。 

※表彰を行う年度の前々年度に完了報告書が 

提出された案件 

※０点から２点の絶対評価で採点 

 （２点：大変よく出来ている、１点：よく出来ている） 

※事務局による採点結果の集計を基に、 

景観アドバイザーによる話し合いを経て選定 

※最終選考施設の現地視察（第１回審査会）と 

議論（第２回審査会）により、 

景観街づくり賞の受賞施設を決定する。 

資料１-３ 

景観街づくり賞（１件） 

景観街づくり賞奨励賞（４件）選定 


